
変圧器（トランス）・コンデンサーは主に事業所内の以下の写真の設備中
で使⽤されていますので、管理者に確認をお願いいたします。

＜調査する場所が不明である場合＞

※電気事業法により、電気主任技術者には電気工作物の
⾼濃度ＰＣＢ使用確認が義務付けられています。

調査対象となる主な電気工作物

キュービクル式高圧受電設備
(建物の屋上に設置されているケースもよく⾒られる)

変電設備室(地下が多い)⇒室内の受電設備内部に変圧器、コンデンサー有

右側のような保安設備(UGS)
が付帯していることも多い


